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午後７時００分 開会 

○班長  これから江東区外部評価委員会、第２班のヒアリングの第１回目を開会いたしたいと思

います。私は本日の進行を勤めさせていただきます藤枝と申します、どうぞよろしくお願いいた

します。それから本日、第２班のメンバーということで、こちらへはトーマス委員、それから山

口委員にご出席いただいております。それからもう１名牧瀬委員でございますが本日、所用によ

りまして途中からの参加というふうになっております。あらかじめご了承いただければと思いま

す。本日の外部評価の対象施策でございますが前半は施策の７番、子育て家庭への支援。それか

ら後半は施策の１０番、地域や教育関係機関との連携による教育力の向上の施策について質疑応

答させていただきたいと思います。 

まず初めにお手元の資料の確認をお願いできればと思います。席上に配布されております会議

次第に配布資料の一覧を掲載しております。恐れ入りますが各自でご確認いただきまして不足が

ございましたら各自事務局にお問い合わせをいただければと思います。なお席次表につきまして

は本日は事務局で施策ごとに作成しておりますのでそれぞれご確認いただければと思います。ま

ず６月２２日に開催されました第１回江東区外部評価委員会小委員会にて外部評価委員会の運営

について決定を得ましたので、このことについて事務局よりご説明お願いいたします。 

○関係職員  それではお手元の資料でございますけども「外部評価委員会の運営について（平成

２３年度）」というＡ４の資料をご覧いただきたいと思います。決定事項は４点ございます。昨

年との変更点でございますけども、７時からのヒアリング開始３０分前に集合し、委員同士の意

見調整等行うことができるという点が１点目でございます。２点目でございますけれどもヒアリ

ングの方法でございます。まず施策の主管部長から、当該分野の現状と課題、及び今後の方向性

のポイントについて５分以内でご説明お願いしたいと思います。その後、委員との質疑応答を行

うことといたします。なお１施策あたり全体で１時間を基本としてヒアリングを行っていただき

ます。さらに質疑でございますけども、一問一答と申しましょうか、委員の質問に対して簡結に、

各部課長におかれましてはご回答をお願いしたいと思います。３点目でございますけども、各委

員、ヒアリング終了後おおむね３日後までに外部評価シートを事務局までご提出をお願いしたい

と思います。最後でございますが各委員からご提出いただいた外部評価シート及びヒアリング中

の議論をもとに、小委員会で原案を作成いたしまして、評価についてのとりまとめをご提示いた

します。その最終案でございますけども７月にこういった形で夜間のヒアリングをお願いいたし

まして、８月１６日、こちらで最終のご決定いただくことでお願いをしたいと考えております。

以上でございます。 
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○班長  どうもありがとうございました。ヒアリングにつきましては、ただいま説明がありまし

た原則に従う形で進めさせていただきたいと思いますで、ご了承のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

◎ヒアリング 

（１）施策７「子育て家庭への支援」 

○班長  それでは早速でございますが、内容のほうに入ってまいりたいと思います。初めに先程

のご説明にございました通り、施策の７番の施策の主管部長より、施策の現状と課題及び今後の

方向性につきましてご説明お願いします。 

○関係職員  どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが施策７、子育て家庭への支

援についてであります。施策評価シートの３－１、３－２に記載のとおりですけれども、本区で

は南部地域等の急速な発展に伴い人口の増加が続いております。また核家族化の進展や地域コミ

ュニティの希薄化などによりまして家庭や地域の子育て力が低下しておりまして、子育てに不安

感や負担感を持つ保護者が増えています。このような状況は今後も続くものと思われます。本施

策を実現するための取り組みとしては、２に記載の通り、子育て支援機能の充実、多様なメディ

アによる子育て情報の発信、子育て家庭への経済的支援、この３点を挙げております。それぞれ

の現状と課題、今後の方向性については、２と６に記載の通りになっています。まず子育て支援

機能の充実についてです。子育てに不安感や負担感を感じる保護者が増えており、その不安等を

解消するために、現在、子ども家庭支援センターにおいて子育て相談、ひろば事業の実施、各種

講座の開催などを実施しております。今後も子育て支援機能の更なる充実が求められています。

今後の方向性としてはこれらの事業をさらに充実させるとともに、今年度から実施している、地

域の身近な子育て施設や区立保育園をマイ保育園として登録してもらい、園からさまざまな情報

を提供することにより、子育ての不安感の解消を図るマイ保育園登録事業や、８月から実施予定

の、本区が独自に養成するボランティアであるこども家庭支援士による養育困難家庭への訪問支

援事業などを実施することにより、子育て支援のさらなる充実に取り組んでまいります。 

次に多様なメディアによる子育て情報発信についてです。現在子育て便利帳などの子育て情報

誌や区ホームページにおける子育て情報、携帯電話で閲覧できる赤ちゃんマップなど、さまざま

な媒体により情報提供しています。また今年１月には地域の子育て力を高めるため、子育てに関

するボランティア活動等を紹介する子育て支援事例集を作成しました。今後も情報提供の充実が

求められています。今後の方向性としては、子育て支援に関する地域活動を支援するためのポー
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タルサイトを構築するなど、更なる情報提供の充実に努めるとともに、さまざまな媒体を使って

効果的な情報発信をしてまいります。 

次に子育て家庭への経済的支援についてです。経済雇用情勢が悪化する中で子育てに関する経

済面の支援を必要とする家庭が増えています。子育て家庭への経済的支援については、中学３年

生までの医療費全額助成、子ども手当、児童扶養手当、認可外保育施設保護者負担軽減、被保護

世帯への支援などに対応しております。今後も引き続き経済的支援が求められています。今後の

方向性としては、各種手当支給による経済的支援、被保護世帯の経済的自立の支援強化などに取

り組んでまいります。本施策の現状と課題、今後の方向性については以上でございます。 

○班長  どうもありがとうございました。早速ですが施策の７番、今ご説明いただきました内容

を踏まえまして質疑を行ってまいりたいと思いますが、その前に皆様にお願いがございます。本

委員会では会議録作成のために録音を行っております。お手数でございますがご発言ご回答して

いただく際には、委員の方は委員名、説明者の方は恐縮ですが役職名をおっしゃっていただくよ

うにお願い申し上げます。またご発言につきましては、マイクを通して行っていただきますよう

合わせてご協力お願いいたします。 

それでは早速ですが、議事のほうに入ってまいりたいと思います。とりまとめというか、班長

の立場から一言だけ簡単に申しますと、昨年も申し上げたんですけれど、子育て支援の施策につ

きましては、数ある自治体の中で江東区におかれましては、いわゆる少子化というよりむしろ多

子化の状況にあるということで、これから長期計画の中で、質、量ともに重点的に展開していく

施策だろうというところは疑いの無いところであるというふうに考えております。従いまして繰

り返しになりますが、量の部分と質のところで同時に充実を図っていけるかという視点で、この

施策に関する質疑応答のほうも進めていければというふうに考えておりますので、少々大きな話

も出てくるかもしれませんが、ぜひ生産的な施策をおとりになればというふうに考えております。

それから施策の７番につきましては、昨年度施策の１１番というところで、ちょっと名称が類似

しておりますが、地域ぐるみの子育て家庭への支援という名称の施策について評価をさせていた

だきました。昨年度につきましては、児童虐待に対するケアの支援の施策だったかなと思います

が、今年度はまたそれとは違う側面で、区として展開されていらっしゃる事業ということで、そ

れについての質疑応答を進めていくという前提をあからじめ共有できればと考えております。 

ちょっと前置きが長くなりまして恐縮でございましたが、早速質疑応答のほうに入っていきた

いと思います。委員の皆様のほうからご質問があれば、順に挙げていただければと思います。 

○委員  マイ保育園ですか、全然知らなかったんですけども。これは携帯かなにかで登録をして
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いるんですか。 

○関係職員  直接区立保育園に登録してもらうという形で、携帯で登録するようなものではない

んですね。もともと平成３年ぐらいから、地域活動事業ということで、各保育園でいろんな相談

をしたりとか、あるいは行事にこどもを招いたりとかいうことをしていたんですが、今一つそれ

が広がらないということで、マイ保育園ということで近くの区立保育園に登録してもらいまして、

積極的にこちら側から情報提供していく、あるいはその子育て相談に応じる、そういうような事

業を展開していくというものです。 

○委員  例えばその情報発信だったりとか、それは保育園が主体となってやっているんですか。

うちのこどもは、保育園に入っているんですけど、先生たちを見ていると多分いっぱいいっぱい

な感じがあって、園に通っている以外のこどもを保護する時間があるのかなということだったの

で、どこが主体になっているのかなと思いまして。 

○関係職員  とりあえず今年度は区立保育園から実施しようということで区立保育園３３園で実

施をいたします。もともと保育園というのは、こどもを預かるためだけの施設ではありませんで、

地域の子育てに関する重要な資源ですので、尚且つ子育てに関するいろんな知識を蓄積している

ということで、それを地域のために役立てていこうということで、いろんな相談に応じたりとか

情報提供していきましょうと、いうような事業でございます。 

○班長  今ちょっと、若干先程漏れましたが、施策を実現するための取り組みが３つございます

ので、一応、形式的な進め方として順次、この取り組みの１番、２番、３番という形で進めて、

一巡したあとで全体評価するような形で進めさせていただきたいというふうに考えております。

いま委員のほうからは先程ご説明があった子育て支援機能の充実の一環としての、マイ保育園の

登録についてのご質問があったという理解で進めさせていただきたいと思います。他にいかがで

しょうか。 

○委員  私からは子ども家庭支援センターの管理運営ということで少し話を聞かせて欲しいんで

すが、施設が、これ見ますと５箇所というふうになっています。それから２３年度より南砂のセ

ンターで児童虐待という、私は委員をやるのは今年からなんで、昨年度は虐待の話があったとい

うことでしたけど、この児童虐待に対する体制がですね、今、南砂だけなんですけれども、もう

少し増やす考え方、あるいは虐待の場合に事前の情報で、墨田の児童相談所と、それからまあ庁

舎と南砂という３箇所で連携だといってましたんですが、警察の児童虐待のコールセンターがあ

るかと思うんですが、そちらとの関係っていうのはどんなふうになっているんでしょうか。 

○関係職員  今の何点かのご質問にお答えいたしますが、まず南砂のセンターの位置付けでござ
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いますが、これは東京都の子ども家庭支援センターの仕組みの中で、平成１８年度から先駆型の

センターを各区市町村１箇所設けて、そこが虐待のホットラインとして一義的な窓口になるとい

う制度ができたところでございます。本区としましては、南砂をそのセンターとして、区民の方

から虐待の通告をいただく場合には、南砂に連絡をしていただくという形をとってございます。

そのようなものですから、じゃあ南砂以外はどうかといいますと、区役所にも虐待関係の窓口は

ございますし、児童相談所もございますが、江東区の仕組みとしては、一義的には南砂のセンタ

ーが窓口という形でございます。実際には、わたしども地域で地域協議会をつくっていますので、

２点目の質問にも関係しますが、警察や病院、学校等の関係機関はこのネットワークの中で、年

一回の代表者会議や、年に何回か実務者会議を開いておりまして、虐待情報の共有をしてござい

ます。ですから一義的に南砂に情報が入ったものは、関係者に速やかに連絡をして対応いたして

おります。ですから、こどもの命にかかわることであればすぐに警察に連絡をしまして、必要で

あれば警察官に行ってもらうということもやってございますが、通常は保護措置などは児童相談

所がやっております。現在、南砂と区役所の関係については、わかりづらいところが委員のご指

摘にもあると思いますが、位置付けとしてはまず南砂があって、区役所がその中の全体的な調整

をして、最終的に児童相談所に繋いだりということをしてございます。またこれについては制度

の見直しが図られてございまして、早ければ今年度中に南砂と江東区役所、本庁の機能をさらに

充実させていく予定でございます。以上です。 

○関係職員  委員のおっしゃるとおりですね、児童虐待については、地域のさまざまな機関の連

携というのが大事でございまして、法律に基づきました、要保護児童対策地域協議会というのが

ありまして、そこに保育所であるとか、幼稚園であるとか、学校であるとか、警察であるとか医

療機関だとか児童相談所も入っていまして、それが相互に連携をとっているというような状況で

ございます。 

○委員  ありがとうございます。そうしますと先程この地域協議会が年１回と言われましたです

よね、会合が。 

○関係職員  代表者会議は年１回でございますが、実務者会議というのも数ヶ月に１回ずつやっ

ておりますし、ケース検討会は頻繁にやってございます。そのなかでの情報共有を図っておりま

すので、代表者だけが集まる会議が年に１回でございます。 

○班長  ありがとうございます。他にいかがでございますでしょうか。 

○委員  この機会を逃すとしゃべれないと思うので。別途の資料のデータブックの中の児童虐待

の対応件数の推移というところでですね、平均して２２０件ぐらいあって、継続もそのくらいあ



6 

るということなんですね。ということは単純に、発生したものの多くは継続ということで解決さ

れていないということになるんですかね、見方がよくわからなくて、継続の意味をちょっと教え

てもらえませんか。 

○関係職員  わたしどもの対応の件数ですが、まずは通告があったものについては、すべてにつ

いて対応するとしてございます。それで先程も言いました児童相談所に実際に送致をするとか保

護をするとかというものはまたそこで１つ完結をする。それ以外のケースについても１つ１つケ

ース検討会をしておりまして、ケースごとにある時点までフォローして、完結すればそれは終了

すると、このようなケースマネジメントの手法をとってございますので、すべてを継続するとい

うわけではございません。ですからフォローをする必要があるケースは継続としてペース配分の

中にしっかりおさめて、何ヶ月かに一度訪問したりしてフォローをしております。 

○委員  この取り組みの１番について私のほうからお尋ねさせていただきたいんですが、こうい

う理解でいいのかどうかということなんですけれども、今の虐待のことも含めて子育て支援機能

というものの核となる拠点というものは、区内に５箇所ある子育て家庭支援センターが担われて

いると、一方でそのほかに実際の子育てといいいますか、事業を展開されている、例えば保育園

であり幼稚園であり児童館でありというのが一方であるかと思うんですけど、この関係といいま

すか、これも先程、児童虐待のようなことと同様に情報の伝達、伝達というとちょっとありきた

りになりますけれども、それ以外に例えば事業のなかで児童館子育てひろば事業とありますけれ

ども、これは例えば子育て家庭支援センターでもひろばという表現がありますが、こういったも

のと連動しているのかとか、あるいはこれは何か内容的に通じているのか、情報のやりとりが行

われているのか、そのあたり、拠点の関係性といったあたりについて少しわかりやすく教えてい

ただけるとありがたいです。 

○関係職員  今の各施設の関係でございますが、流れから言いますと、まず、江東区の子ども家

庭支援センターは、平成１１年に東陽にセンターを開設したことから出発しまして、その段階で

すとまだ江東区が先駆的に取り組んだ事業という形で何年かしてございますが、国が児童福祉法

を改正しまして、平成１８年度から、すべてのこうしたセンターでひろば事業を行うことが法律

上に位置付けられております。ですから全国のどこにいきましてもこうしたひろばをやるセンタ

ー、名前は違うことがありますが、同じ形のセンターがございます。じゃあここが全部をやるの

かといいますと、それは子育て拠点ではございますが、その改正と同時に保育園や児童館もその

児童福祉法の改正の中で福祉関係施設はひろば事業を行うということで国の補助金なども制度化

され、それでわたしどもも児童館や保育園いろんなところで子育てひろば事業を展開していると
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ころでございます。ですから身近なところで子育てひろばの事業はどんどんやることで不安解消

などの効果があることを国も認めたものですから、積極的にいろんな施設を使って展開している

という施策でございます。 

○関係職員  簡単に言ってしまいますと、ひろば事業というのは、在宅の保護者たちがなかなか

在宅にいるといろんな情報が得られませんから、そういうお母さんたちが、そこに集っていろん

な情報の交換をしたり仲間づくりをしたりそういう場なんですね。そこでいろいろ子育てに関す

る情報を得ていくというようなことになります。 

○委員  ありがとうございます。今のひろば事業についてご説明いただいて、だいぶイメージが

わかったんですが、要はひろば事業にしてもそうなんですけれども、それぞれ例えば所管が違っ

ていたりですとか、あるいは実際役割が違っていたりということもあるなかで、そういった拠点

あるいは自治体というものがどういった形で連携をとられているのかというあたりにちょっと関

心がありまして、ちょっとお尋ねした次第でございました。ご説明につきましてはよく理解でき

ました。ありがとうございます。それでは取り急ぎ時間もだいぶ経ってきてございます関係で、

次の取り組みの２番のほうの多様なメディアによる子育て情報の発信のほうに移らせていただき

たいと思います。こちらにつきましても各委員のほうからご質問ご指摘よろしくお願いできれば

と思います。 

○委員  子育て便利帳作成事業は廃止ということで、それに代わって他のインターネットだった

り携帯電話だったり。 

○関係職員  子育て便利帳は廃止はしておりませんで、ちょっと名称は変わりましたけれども、

子育てハンドブックという名称で発行していまして、中身はその便利帳の延長です。もちろんそ

れと合わせてですね、いろんなインターネットを使った情報も発信しております。 

○委員  よろしいですか、関連して、例えばインターネット等についてはこちらの事業のリスト

でいうとどういう見方をすればよろしいんですか。例えばこの事業の一覧表ですとこの「多様な

メディアによる子育て情報の発信」にぶらさがっている事業は２本で、そのうちの今委員がご指

摘になった子育て便利帳作成事業については、ここの表記では隔年実施のため２３年度について

は予算がついてないということなんですけども、先程のインターネット等についてのものという

のは位置付けはどういうふうに考えたらよいのでしょうか。 

○関係職員  まず子育て便利帳自体は３年に１回発行しておりますので、この資料では２３年度

当該年度は廃止して、またつくるときには予算を計上するという予定でございます。赤ちゃんマ

ップとの違いでございますが、子育て便利帳は、紙ベースでつくりまして配布するという形でご
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ざいます。赤ちゃんマップは地図情報上に区内のいろんな子育て関連の施設、オムツ換えとかそ

うしたものができる施設などをやるというインターネットベースの仕組みがこの赤ちゃんマップ

事業になってございます。現在赤ちゃんマップというのは携帯電話のサイトだけでございますが、

今後拡張していくことを当然検討しているところでございます。 

○委員  はい理解いたしました。今の質問に関係してしまうんですけども、ここでいう子育て情

報の子育ての対象といいますか、これはどこまでをだいたい範囲として、想定されていらっしゃ

るんでしょうか、例えばこの赤ちゃんマップ事業ということでいうと、赤ちゃんというタイトル

は付いているのですが、子育てといったときにそれがどれくらいの年齢期のところまで想定され

ているのかっていうことと、若干ちょっと範囲の限定の仕方が、ここからだけだと十分理解でき

ないものですから補足的にご説明お願いできればというふうに思います。 

○関係職員  子育てというと多義的だと思うんですよね。例えば児童福祉法上だと１８歳までと

なると思うんですけど、例えばこの子育てハンドブック、子育て便利帳なんですけど、これなん

かみますとやっぱり１８歳までの情報というのが入っています。ただ赤ちゃんマップについては

ですね、やはり内容が、その授乳だとかオムツ換えの場所をお知らせする赤ちゃんの駅だとか一

緒に赤ちゃんと遊べるような場だとかそういったものが情報として出ていますので、やっぱりそ

ういった年齢ですよね、多分０から５歳くらいまでなのかなと思いますけども。 

○委員  そうするとそちらの子育て便利帳で想定されている１８歳ぐらいまでの方々を対象とし

た多様なメディアへの発信というのはどういうふうに展開、今それ冊子でつくられたということ

だと思うんですけど。 

○関係職員  赤ちゃんマップというのは独特のものでして、その授乳だとかオムツ替えとか、そ

ういったような情報を提供しているもで、それ以外で区のホームページ上にはですね、ほとんど

これに近いような情報っていうのは全部アップされています。 

○班長  ありがとうございます。それでは３番の子育て家庭への経済的支援の問題に入ってみま

すけど。 

○委員  全体の予算の中で、ここが圧倒的にというかほとんどすべてに近いような印象を受ける

んですが、いわゆるこういう言い方どうですかね、やむを得ず出している額が全体の中で相当多

いと思うんですね、それで、教育的な考え方の中で、例えば子ども医療費助成事業とかですね、

これは単独では中止はできないんでしょうけれども、そのような目で見たときにですね、いろい

ろな手当を含めて、絶対に廃止できない項目っていうのはどれになるんでしょうか。 

○関係職員  今の手当や医療助成の関係でございますが、この事業の中にございます、子ども医
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療費助成事業はこれは区の単独事業でございます。あとハッピーセカンド事業とかですね。それ

以外はわたしどもの所管ですと基本的に国や東京都の制度として、各自治体が事実上義務付けら

れてやっておる事業でございますので、江東区だけが抜けるということはなかなか難しい事業で

ございます。 

○委員  そうしますと今のお話ですと２番のハッピーセカンド事業というのは区の単独だと。た

だここは予算が付いていないのでとばしまして、９番の子ども医療費助成事業。ここは単独だっ

ていうことですね。そうしますと、ここに２２億の予算があるんですけど、相当規模が大きいと

いうことで、みてみますと中学３年生までの通院、入院。これは区独自の取り組みといいますか、

よそとの関係、よそっていうのは他の区ということですが、そことの比較をしてどうなのかとい

うことと、中学３年生までっていうのは、その制度はいつまで続ける予定なのかとかそういう将

来展望っていうのは何か持っておられるのかどうかっていうのを教えていただければと思います。 

○関係職員  他の自治体の状況ということですので、ちょっと２３区の状況しか今把握していま

せんけども、少なくとも２３区は全部これをやっているというふうにわれわれは認識しておりま

す。それからこれはいつまでっていうことは、今のところは廃止の予定っていうのはありません。

他の区によっては１つ２つの区がですね、１８歳まで拡張してやっていると聞いています。やっ

ぱり子育て支援という点では医療費っていうのはかなりの負担になっておりますので、われわれ

としては子育て支援ということでは有効な事業であると認識しています。 

○委員  全体の中で、先程、子ども医療費だけは単独なので、他区との関係、あるいは情勢から

考えれば、まだまだ増えていくというそういう予測の中にいるということで、対象を１８歳の高

校生まで増やすとかそういう流れになっているという理解でよろしいですね。 

○関係職員  江東区としてはですね、まだその１８歳まで拡張するっていうのは現時点では考え

ておりません。ただ、他の区でですね、ある程度裕福な区ではとかですね、そういうところにつ

いては、中学生までではなくて１８歳まで拡張して実施しているという区もでてきているという

ことでございます。 

○班長  そうしますとこの報告の中で、一人親家庭関係の補助とかいろいろありますけども、こ

ういうものは他区と、だいたい仕組みは一緒だという理解でよろしいんですか。 

○関係職員  一人親家庭の医療費補助やヘルパー派遣事業もこれは都内の区市町村すべてが東京

都の指導に基づいて同じ仕組みでやっております。特別区は財政調整制度で財源も補填されてい

ますので、引き続きやっていく事業になってございます。 

○関係職員  ここに挙げられている事業の中で部がまたがるものがございまして、生活支援部で
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は１０番から１１、１２、１３、これを所管しております。その中の１０番、ひとり親家庭休養

ホーム事業、これにつきましては、区の単独事業という形で実施しております。そちらにつきま

しては、２３区中、必ずしもすべての区がやっているということではなくて、一時期、財政的に

困難な時期が、２３区にあったときに廃止になった例がありまして、現在は江東区を含めて１５の

区で実施しているということでございます。ただしこれには根拠の法令がございまして、母子及

び寡婦福祉法というのがございまして、その中でこういった、こどものための、あるいはひとり

親家庭のための施設をつくることができると、できる規定という形で、根拠法令がございまして、

２３区は、かつては横並びでやっていたという経過がございます。現在は、かなり江東区のほう

も縮小しておりまして、前は宿泊事業なんかも入っていたのですが、今はディズニーランド１回

６，０００円くらいかかるんでしょうか、１日券だと。そのうちの２，０００円を補助するとい

うことで年に２回までという形で補助させていただいております。 

○関係職員  私どもの事業の中で言いますと、１９番の奨学資金貸付事業ですとか２０番、私立

高等学校等入学資金融資事業。この辺は区の単独で行っているという事業でございますので絶対

やめられないっていう問題はないんですけど、ただ就学の機会を支援するということからすると、

なかなかやめられないというか内容的にはそういうことで考えてございます。 

○委員  １９番で質問といいますか、教えていただきたいんですが、奨学資金ですので、額は減

ってきてはいるものの貸付金の回収というのは当然行われると思いますけど、その辺の実態とい

うのはどうなんでしょう。 

○関係職員  奨学資金につきましては卒業後半年の猶予期間をおいて１０年間でお返しをいただ

くというそういう制度になっております。それで現在、平成２２年で、途中でお返しいただいて

いる方１名を含めてですが、これまでの返還率というのが平均で９０．２７％。過去に大変いい

返還率だった時期があるものですから、最近１０年くらいですと８０％ぐらいの状況ではござい

ます。一応実態はそういったところでございます。 

○委員  ぜんぜん話が違くなってしまうんですけど、母子家庭自立支援事業というのは。 

○関係職員  これは内容がですね、２１年の６月に、今まで実施していた事業の内容が多少変わ

りまして、内容としては高等技能訓練促進費というものがございまして、看護師とか介護福祉士

等の資格取得のため、２年以上修業する場合に補助していくというような形だったんですが、従

前の制度が支給の対象、母子家庭に月額１４万円ほどを支給するんですけれども、従前は後半の

２分の１ヶ月、１８ヶ月限度という形で制度的に制限があったと。ところが２１年の６月に内容

がかわりまして、支給期間全部について１４万ほどを与えましょうという制度にかわりましたも
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のですから、手を挙げる人が非常に増えてきたという形で、さらに２年というような単位ですか

ら単年度ではなくて、翌年に持越しというような形で、経費が大幅に増えてしまったという経過

でございます。 

○委員  よろしいですか。私のほうから１つ加えたいんですけども。この経済的支援については

先程からご質問・ご回答ある中で、非常に多様なメニューが展開されているんですけど、その大

半は国の法律、施策に基づくものであり、メニューとして確定していると、一方でそれぞれのと

ころで区独自の事業を展開なさっていらっしゃるということだというふうに思います。これは、

関係職員さんに伺うのがいいのかもしれないんですが、今、江東区さんで経済的支援という観点

から見たときに何が一番やっぱりニーズとして大きくて、今のこの施策のラインナップで、だい

たいそれで対応できているのか、あるいはちょっとやっぱり課題があるのか、という点について

伺いたいというのが１つと、関連して、これはわたしの個人的な理解になってしまうんですけど

も、やはり保育のところの世帯といいますか家庭に対する経済的支援というところについては、

江東区として、これだけの世帯数を抱えていく江東区として、どういった特徴というものをお出

しになられているのか、あるいは、これからされようとしているのか、というところを少し聞か

せていただきたいというふうに思います。評価表の中でも認可外保育施設利用者に対するニーズ

といいますか、補完制度にも触れられていますので、ちょっと大きな話になってしまうんですが、

この機会に少しご説明お願いできればと思います。 

○関係職員  いろんなメニューが揃っているわけですけども、やはりその額といいますか、実際

にその子育てをしている最中の家庭に入る額ということになると思うんですね、そうしますと子

育てについては、今、社会全体で支援していくというような方向のもとにですね、子ども手当と

いうものができまして、やはり子ども手当が一番大きいだろうというふうに思います。その額も

現時点では一律中学３年生まで１万３，０００円月額で受け取れますので、それがメインになる

のかなというふうに思います。それを中心にしてあとは補充的なメニューという形になるかなと

いうふうに考えております。それから子育てを保育園でやっている家庭に対する補助ですけれど

も、保育料についてはですね、もともと国基準の保育料というのは定まっているんですけども、

それと比べて区基準っていうのは相当軽減された額が設定されています。その時点でかなりの補

助がされているというふうに考えております。それから認可外保育施設に入っているお子さんに

ついてはですね、ここにも記載してありますとおり認可外保育施設の保護者負担軽減ということ

で平成２０年、これを改定いたしまして、それ以前については一律１万円だったんですけども、

２０年以降についてはその所得等、それからお子さんの数によりまして１万円から４万円という
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形に拡大して補助を充実させているという状況があります。以上です。 

○班長  ありがとうございました。それでは時間もあまりないのですが、一応一巡いたしました。

せっかくといいますか、こういった極めて貴重な機会ですので改めて施策全体に関するところ、

あるいは個別のところで、先程、お聞き逃しになった部分、あるいは改めて思いつかれた部分が

あればぜひお願いできればというふうに思います。 

○委員  いわゆる現状事業のなかで、施策でいうと２１、２２、２３、２４ということで給食費

等という言葉がありましてですね、やむを得ない費用なのかなと思いながらも２１とか２３にな

りますと、結構、４億という額的に大きいイメージがありますので、この給食費等は出さなけれ

ばいけないものかどうかというのと、支払い方ですかね、何か支払うのに差し引いて支給するの

か、あるいは現金でお渡ししているのか、お聞かせいただければと思いますが。 

○関係職員  給食費の関係でございますけれど、１つは給食費の占める割合は非常に大きい部分

になってございます。実際の支払い方でございますけども、これについては本人の手元にいくの

ではなくて、実際に学校長口座のほうに振り込む形になります。ですので本人は経由しない形に

なってございます。以上でございます。 

○委員  資料の中で最後のほうに今後５年間の施策の取り組みの方向性というところでですね、

お聞きしたかったのは、下から４行目のところでございますが、指導援助、母子世帯に対する指

導援助ということで、体制のことを深く書いています。児童相談所なり、職安なり、民生、うん

ぬんと。その連携に努めるということなんですが、このあたりの要員数を含めた体制をちょっと

教えていただければと思います。 

○関係職員  委員のご質問の体制についてでございますが、こちらのほうは、母子相談、それか

ら婦人相談、家庭相談という専門委員による相談事業を行っておりまして、その中でケースバイ

ケースなんですけれども、必要に応じて必要な機関と連携を持ちながら対応しているということ

を評価にさせていただいております。以上でございます。 

○委員  実際のその相談との関係でいきますと、体制としては実態としてはどのように評価され

ているのでしょうか。 

○関係職員  昨今の相談の内容といいますのは非常に複雑でございまして、ケースによってです

ね、何が一番いいのか、どういう方策をとるのが一番その方の自立にとって役立つのかといった

ところでですね、さまざまなツールがございまして、一概にその連携図というのですか、そうい

うものはなかなか描きにくい現状でございます。国の施設、それから東京都の施設、または江東

区の独自の施設といったところとですね、それから児童虐待等、児童に関する問題も含まれてお
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りまして、離婚ですとかＤＶですとかさまざまな要因がございまして、一概にどういった体制と

いうところではなくて、それぞれのケースにあった処遇といったところで臨機応変に適時適切に、

連携をして対応していかなければ解決できない現状でございます。 

○関係職員  内容的に今話があったとおりなのですが、例えばですね母子世帯で生活に困った、

あるいは、もう住むところがないというような場合につきましては、まず母子相談員がそれぞれ

東西の福祉事務所、保護第一課、保護第二課のほうで相談を受けまして、そこから区内にある母

子施設、母子生活支援施設というのを３０部屋供えておりまして、そこに緊急的に入れるという

ような処遇を実施しております。以前は施設が小さかったものですけども最近建て替えまして、

かなり増えましたので余裕があるのでその点では先程ちょっと今の体制で満足できる状態かと言

われますと、ほとんど空きがある状態ですので入ることはできると。そこにはまた、２部屋ほど

ＤＶから非難される方のためのスペースを備えておりますので、そこも通年利用させていただい

ておりまして、そこを利用する、あるいは区内で難しい場合は、他県の施設を利用すると。そう

いった形で、これも相談員がそれぞれ１名ずつおりますので、そういった形で対応させていただ

いております。その関係ではまずまずの組織といいますか体制ができているのではないかという

ふうに考えております。 

○班長  それでは時間のほうも予定の時間になってまいりました。羅列的なといいますか、個別

の質問になりましたが、これらの話を踏まえまして最終的なとりまとめを別途させていただきた

いというふうに思います。 

この場での取りまとめという程でもないんですが、全体を通して非常に量的にといいますか、

さまざまなメニューを展開されていらっしゃるということが大変よくわかりました。一方で当然

これからさらに質と量の需要という部分が多分増えてくると思いますので、実際子育てに関わっ

ていらっしゃるさまざまな主体が、それぞれのことを展開されていらっしゃいますので、これら

の連携というものをさらに強くしていくというようなあたりについて、引き続き区の方が努力を

なされていくのかというふうに理解をいたしました。また特に経済的支援のほうについては多様

なニーズがあり、かつ区でそれをすべてできるわけではないというようなところもあろうかとは

思いますけども、そのあたりについても、全体を江東区の中で１番ニーズがある部分に、適切に

それに応えられていくという体制を全体として確保されていくような流れができれば非常にいい

なと思っておりました。そうして非常に網羅的に展開されていらっしゃるという部分が大変よく

わかったというふうに感じています。それでは個別のフィードバックにつきましては、各委員の

ほうでこれからとりまとめの作業に入りたいというふうに思いますが、そちらも参考にしていた
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だきながら、今後の施策の展開のほうに繋げていただければと思います。 

それでは以上で施策の７番のヒアリングを終了とさせていただきたいというふうに思います。

時間がぎりぎりとなりましたけれども、長時間に渡りまして細かくご説明をいただきどうもあり

がとうございました。終了させていただきます。 

次に施策の１０番の質疑応答を行いますので、ご説明者の方はお席の移動をお願できればと思

います。なおご退席されます職員の方につきましてはこちらのほうで、１回区切りといたします。 

（説明職員の席次がえ） 

 

（２）施策１０「地域や教育関係機関の連携による教育力の向上」 

○班長  それでは続けて施策の１０番のほうのヒアリングを行いたいと思いますので、よろしい

でしょうか。それでは先程と同じなんですが、まず、後半、施策の１０番につきまして、施策の

主管部長より施策の現状と課題、それから今後の方向性につきまして５分程度でご説明をお願い

します。 

○関係職員  施策の１０、地域や教育関係機関の連携による教育力の向上についてご説明申し上

げます。まず学校を取り巻く環境ですけれど、さまざまに変化している中で、江東区では地域や

教育に関わる各機関と連携、協力により開かれた学校づくりや教育力の向上に取り組んできてい

るところでございます。資料の３－１、３－２をまずご覧いただきたいと思います。３－１の５年

前から現在までというところでは、平成１８年に教育基本法が改正されまして、学校、家庭、地

域の連携協力に関する規定が新たに盛り込まれるなかで、保護者のみならず地域の方々にも教育

に関する情報を発信し理解してもらうことが必要となってございます。また区民要望・ニーズの

変化につきましては、学校教育の現状や、教育に関する取り組み等、教育情報発信の充実に関す

る要望が地域の方々からも寄せられるようになってございます。 

ということで今後５年間どうなるかということにつきましては、まず保護者や地域住民などが

学校運営に参画している学校づくりが求められています。また地域全体での教育を図るため教育

情報の共有化が求められています。さらに教育に関する情報が広く行き届くよう情報提供の充実

が求められています。 

そういった中で、その上になります、施策を実現するための取り組みといたしまして、３点を

掲げたところでございます。まず１点目が地域に根ざした教育の推進でございます。地域の皆さ

んの力で学校を支援していただく、地域に開かれた学校運営のありかたの検討なども続けながら、

学校教育を充実させ、活性化していく取り組みでございます。 
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また２点目ですが、開かれた学校（園）づくりでございます。広報誌の発行や学校公開の実施、

学校評価の公表などによりましてより開かれた学校、開かれた園づくり、と、透明性を確保して

いく取り組みでございます。 

そして３点目でございます、教育関係機関との協力体制の構築でございます。大学や企業、研

究施設等と学校が役割分担をしながら、豊かで多様な学びの機会をつくっていくという取り組み

でございます。 

これらを踏まえまして、今後５年間の施策の取り組みの方向性、右側の１番下のほうになりま

す、６の（２）ですけども、まず教育委員会の広報をはじめとする各種メディアを活用して学校

を含む行政からの決め細やかな情報提供や、地域保護者の活動紹介等、情報発信の充実に努めて

まいります。開かれた学校づくりの推進に資するよう地域の教育力の主体であるＰＴＡの活動を

支援し活性化を図ってまいります。さらに学校、家庭、地域が一体となってこどもを育てていく

学校支援地域本部事業を拡大していくということでございます。これらを踏まえまして、さらに

具体的な事業につきましては、まず地域が学校を支援する地域システムを構築するという観点か

ら学校支援地域本部事業を行っているところでございます。さらに広報誌の発行や学校公開の実

施などによる開かれた学校づくり、園づくりを推進するとともに、学校評価制度の結果の公表等

により学校運営の透明性を確保する取り組みでは、教育委員会広報事業、学校公開安全管理事業、

学校選択制度運用事業、学校公開講座事業がございます。 

 最後に、大学・各種企業等と学校が連携・協力し、豊かで多様な学びに取り組むというところ

では、学習塾連携事業、ＰＴＡ研修事業を実施しているところでございます。以上でございます。 

○班長  どうもありがとうございました。それでは、先程と同様に施策を実現するための取り組

みに添う形で進めてまいりたいというふうに思いますので、もちろん施策全般に関わるようなご

質問でも結構ですので、あまり形式にとらわれずにご意見ご質問お願いできればと思います。一

応地域に根ざした教育の推進というところに、くくりをかけながら進めたいと思いますけれども。 

○委員  よく絵が見えなくて、地域が学校を支援する新たなシステムを構築している学校という

のは、どういうようなことを指しているんですか。 

○関係職員  学校を支援する仕組みというのは、今回、事業名として挙がっております、学校支

援地域本部事業につきましては、地域社会全体の教育力の向上を図ることを目的として学校を支

援するため、学校が必要とする活動について、地域の方々をボランティアとして派遣する組織活

動で、いわば地域につくられた学校の応援団ということで、国が、委託事業でですね、始めたも

のでございます。 
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○委員  それが今のところ１校という事ですよね。学校は具体的にどのようなことをやっている

んですか。 

○関係職員  国の委託事業になっている部分では、新たな仕組みということで、補助の対象にな

っておりまして、江東区は下町の気質もございますので、すでにある教育団体とかですね、育成

団体ですね、ＰＴＡだったりとか青少年委員会だったりとか、いろいろ学校をとりまく地域の団

体がございますが、そういったものは個々にすでに役割を果たして学校を支援する体制ができて

いる中で、新たな仕組みというとですね、なかなか調整や工夫が必要だなというところでござい

まして、委託事業の中の要件を満たすものとしては、今、かなうものが１校で本年度から２校目

を申請したという状態になります。 

具体的にはですね、学校が必要とすること、例えば学校の芝刈りの手伝いだったりとか、学校

が開催する事業のボランティアによるお手伝いだったりとか、学校にゲストティーチャ－を招い

て、土曜日などを利用してですね、そういった事業を展開したりとかですね、さまざまな取り組

みがあります。あとは生涯学習の一環を担うような活動を要するというようなこともありますの

で、地域の方が学習する機会にもなるような活動をしているということもあります。江東区とし

ては今すでに機能している地域団体とどういうふうにうまく連携をとってやっていくかというの

が１つの形なのかなと考えています。 

○委員  今の質問などに関連があるのですが、予算との関係で整理をしたいのですが、国の委託

事業ということは、この費用は国から出ているので、こちらの予算上には反映してないという理

解でよろしいでしょうか。 

○関係職員  ちょっと説明が足りなくて申し訳ありませんでした。国の委託事業となるのは平成

２１年度、２２年度となっています。その先は補助事業ということで、３分の１負担ということ

になりまして、今回、区が３分の１費用負担をする流れになっています。ですから２２年度まで

は１００％国の委託事業ということで国のほうからの委託金でやっておりました。 

○委員  そうしますとそのコストのところで、トータルコストのところに入っていますが、この

中には国の費用は入っていないということでよろしいでしょうか。 

○関係職員  この１２０万円を３分の１にするということでございます。 

○事務局  この事業だけで申し上げますと全体が１２０万で、財源の内訳として国と都で３分の

１ですから４０万ずつっていう形になるんですかね、区がまたその３分の１。だから１２０万の

３分の１、３分の１、３分の１という形で、この１２０万の中には国だとか都の金額も全部含め

て区がそれを一括で出すと。 
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○委員  含まれているということですか。 

○事務局  含まれています。 

○委員  全体の流れでよくわからないので地域が学校を支援するというと非常にいい言葉なんで

すけれども、地域を主体として考えるときに当然だと思いますが、地域振興課との連携はどんな

ふうになっているのかちょっと説明いただけますか。 

○関係職員  地域振興課との連携については、実際に地域に入るときにどういった役員の方々が

いるのかとかですね、その地域に最初に相談をもちかけるときはどこに行ったらいいかとかそう

いったアドバイスはいただいてございます。 

○委員  よくわからないので、まず地域の教育力というものが具体的になんなのかという、先程

の芝刈りとかはありますけども、学校によっては私の知っているところでは講師をよんで俳句を

やっているとか、情操教育をしているとか、いろいろあるんですけども、地域の教育力のイメー

ジがちょっとわかないというのが１つと、保護者や地域住民が学校運営に参画している学校づく

りが求められるというような表現もあるんですが、そういう考え方と指標との関係で言うとばら

つきがあるような、単純な見方で申し訳ないんですが、そこらあたりが、どうなのかなというこ

とをちょっともう少し具体的に説明してもらいたいんですけど。 

○関係職員  地域の教育力と申しますのは例えば、我々が小さいころは外で悪いことをすると叱

ってくれる方がおられたりとかですね、地域全体でこどもたちを見守っていくような体制ができ

ていたというようなところが定義にございます。地域と学校とが一緒になってこどもを見ていく

体制づくりのことと考えています。それから学校運営に参画するというようなご質問でありまし

たが、その辺については単に学校支援地域本部事業のみならずですね、学校評議委員会であると

か学校評価制度等の中でもうたえる部分かと思います。学校支援地域本部事業について言えば、

学校と地域のボランティアとを繋ぐコーディネーター役が、学校の本当に望んでいることを聴取

して、地域のボランティア団体に呼びかけて学校を応援する仕組みであると考えています。それ

から質問の指標とのばらつきということでありますが、指標は体系本部の数だけを示しているも

のでありまして、学校評議委員会とかですね、そういったものまで含めた数にはなっていません。 

○委員  今の説明の中でコーディネーターがいらっしゃるということですが、具体的なコーディ

ネーターとはどういう人なのでしょうか。 

○関係職員  私どもの実例でございます、八名川小学校というところに地域本部が１つございま

すが、そちらでは元ＰＴＡ会長だった方が同窓会の組織を核にして、自治会であったりＰＴＡだ

ったりを調整して核となってやっている方のことをコーディネーターといいます。八名川小学校
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での実例でいえば、元ＰＴＡ会長である方がその役を担っております。 

○委員  関連してなんですけど、そうしますと今後極めて、根本的な話になってしまって恐縮な

んですが、この地域に根ざした教育の推進のところの、地域が学校を支援するシステムを構築す

るという部分については、事業で挙がっている学校支援地域本部事業しかり、あるいはもうちょ

っと地域で元々いろんな方が関わられて、それが支えているっていうような地域もあられるとい

うことなんですけども、いずれにしてもなにかしらそういった、学校を支援していくための組織

というとちょっとおおげさになってしまうんですが、そういったものをきちっと、区としてバッ

クアップしていこう、組織をつくるというより、ちゃんとそういった主体を組織化していくとい

うことを推進されるということをおっしゃっているのか、あるいはそういうことではないという

ことなのか、そのあたりのイメージがちょっと掴めるとわかりやすいかなと思うんですけど、い

かかがでしょうか。 

○関係職員  委員のおっしゃるとおりですね、組織化していくこと、それでコーディネーターと

しての役割で組織化していく形態を学校支援地域本部事業といいます。それ以外にもすでに担っ

ている方々がおられるので、それの調整がなかなか困難を伴うものであります。 

○委員  その困難を伴うことも含めて少なくとも何かしら学校を支援するという形がより見える

ような方法に持っていきたいというのが、施策の方向性の意図という理解でよろしいでしょうか。 

○関係職員  おっしゃるとおりでございます。やはり学校を核として、今の地域力が希薄化して

いると言われている中で、学校を核として地域そのものの力を高めていこうということも言われ

ております。以上です。 

○班長  ありがとうございます。おそらくこの後の取り組みの２番、３番の話も絡みつつ全体と

してどういう絵が描けるのかという話になってこようかと思いますので、２番、３番と展開させ

ていただきながらこの施策について全体像を少しイメージしながら個別の話も進めていければと

思います。それで取り急ぎ２番にちょっと移らせていただきたいと思うんですが、開かれた学校

（園）づくり、先程ご説明いただきましたが、これについて施策の内容あるいは事業構成等につ

きましてご意見ご質問いただければと思います。 

○委員  学校評価制度の結果の公表等については、これは実際に公表されているんですか、ちょ

っと私が勉強不足で申し訳ないんですけど。 

○関係職員  学校評価制度の結果については、学校だより、あるいは学校のホームページ等で公

表してございます。 

○委員  開かれた学校（園）づくり、学校選択制度運用事業というのがあるんですけども、わた
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くしこどもの多い豊洲に住んでいるんですけど、実質多分学校を選ぶことが出来ない、決められ

た所に行かなければいけないようなのが現状でそれ以前の問題だったりもするんですけども、そ

ういうところは、ここでは関係ないのかもしれないんですけど、ちょっとそっちに行く前のもの

がいっぱいあるのではないのかなと思ってしまったのですが。 

○関係職員  おっしゃるようにですね、南部地域の豊洲小、豊洲北小については、そこの通学区

域内にいるお子さんだけでいっぱいになってしまいまして、とても通学区域外から受け入れる余

裕がないということで、いわゆる学校選択制度の中では例外として、豊洲小、豊洲北小なんかは

受け入れをしない学校として位置付けております。 

○委員  逆に学校選択の対象になる地域というのは、委員のお住まいになられている豊洲以外の

地域で、指定されている地域にこれを導入されている趣旨といいますか、ちょっと基本的な質問

で恐縮なんですが、補足的にご説明いただけますでしょうか。 

○関係職員  まず学校選択制度については、開かれた学校づくりということで、簡単に言ってし

まうと選ばれる学校になるために、それぞれ各学校が特色を出していただいて、それぞれ選択さ

れるように努力していくということで始めた制度でございます。平成１４年度から始めまして、

１０年間経ってございます。そういったことで各校が切磋琢磨していただいて、選ばれる学校、

そして開かれた学校づくりをするというのが大きな目的でございます。 

○委員  学校公開なんですけれども、私もこの間初めて行ったんですが、学校公開、ほとんど保

護者しか来てないのかなという印象を受けたんですけれども、保護者以外の地域の方というのは

どれくらいの割合でいらっしゃっているんですか。 

○関係職員  実際に地域の方がどのくらい来ているかというのは、今人数は正直持ってはいない

んですけれども、例えば先程の学校選択の関係で言いますと、学校選択をする時期になりますと、

実際にお子様が見に行って、自分はこういう学校に行きたいだとか、実際に授業を見てもらって、

そういった場合の選択する際の参考にしていただいている場合もあります。わたくしなんかも行

きますけど、受付のほうに名簿が置いてあって、そこの方の保護者、それから今度いらっしゃる

お子さん、また、地域の方というような形で名簿が置かれていて、ある意味ではそういった意味

で地域の方もいらっしゃっていただいているのかなと思ってございます。 

○委員  というのはですね、１週間あるじゃないですか。１週間働いている親は本当に１回に１時

間程度行けるか行けないかぐらいなんですけど、働いてないお母さんは毎日行っていたりして、

１時間私が見た中で、こどもたちが勉強に集中できない。親がいることによって。こどもたちは

集中出来なくて。それが１週間あるっていうのはちょっとゆとり教育じゃなくなった今、授業数
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が増えているところで、もったいないなと思ってしまったんですね。逆に親が来られないこども

にはかわいそうだし、というのを思ってしまったんで。そこに予算を、変な話半分にして、他に

活用した方が有効かなと思ったんですけども。 

○関係職員  １つはですね学校公開の工夫として、いわゆる保護者の方が来やすいように、土曜

日に授業をやっていただいて振替をしてもらうというような形で、さっきの学校選択を選ぶとき

の参考の際もそうなんですけど、なるべくその土日、授業を振り替えていただいて来やすいよう

な配慮をしている学校は多くあります。ほとんどの学校で必ずどこか振替になっているかと思い

ます。それから実際に行って落ち着かないんじゃないかという部分は確かにあるかと思うんです

けど、１つは当然、各学校のほうに配慮していただくという部分もありますし、あとはこどもた

ちも見られていることによって、ある程度緊張感じゃないですが、そういったことも少しあるの

ではないかなと思ってございます。 

○委員  身もふたもない話になってしまうのかもしれないんですけども、学校選択、当然いろい

ろな選べる範囲というのは、またここに別な資料でもあるように徒歩３０分以内にとか、そうい

ういろいろな条件あろうかと思うんですけども、基本的に学校を自由に選べますと。一方で先程

の取り組みの１番のほうでは、学校を地域で支えていくんだとなっていったときに、地域でしっ

かりとした学校ができるんだったら別に選択させないで地元に行けばいいんじゃないのっていう

理解もできてしまうんですけれども、これは一応学校選択という制度を入れながら基本的にはや

っぱり地元の子は地元の学校に行くということが望ましいというか、一つの姿としては、区とし

てイメージされているという理解でいいのか、もっと自由競争ではないんですけど、そういう形

でいろいろとシャッフルしたほうがいいんだというようなこととはちょっと違うのかどうかとい

ったあたりを、確認を含めてお願いできればと思います。 

○関係職員  １つはですね、学校選択制度を導入しているからといって通学区域がなくなったわ

けではなくて、各学校に必ず通学区域制度はあります。例えば新しいマンションができてしまっ

て、通学区域のど真ん中に学校があるわけではないので、かえって学校を選択したほうが行きや

すい、自分の指定校より行きやすいというのが実態面でもあります。もう１つは、これまで１０年

間も学校選択をやってきていますので、ある意味学校選択というのは地域の方にある程度周知さ

れているといった意味で、地域の方からも、ある意味学校選択制度を前提とした地域のあり方と

いうか、いわゆるお子さんは遠くからいらっしゃっても学校にいるときは自分たちのこどもとし

てみるんだよ、というような、そういった意識の変化もあって、必ずしも住まいイコール地域と

は限らないのかなと、そういった転換も必要なのかなと思っております。 
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○委員  はい。理解しました。そう意味で言うと、いい意味での調整といいますか、通うお子さ

んであるとか、受け入れる地域の側が、そういった形で非常に全体として、良くなるような調整

としての意味といいますか役割みたいなことをこの制度が担って、果たしているというのを理解

いたしました。ありがとうございました。 

○委員  先程学校の公開事業の質問がありましたけど、私も公開授業は行っているんですね。日

曜日に行くんです。ただ、やはり長い。私、１日最後までいるんですけども、長いので、もうち

ょっと日数的に短くてもいいのかなと。 

先程の学校便りというのは、ほんとに丁寧に書いてあるので、それは参考になります。その関

係でですね、実は指標との関係で、学校とのコミュニケーションがよく取れていると思う保護者

の割合というのが、表になっているんですが、大変残念なことに半分ぐらいしか、よく取れてい

ると思っていない。行政のほうは、非常によく取れているというふうに思っているかもしれませ

んが、２６年度の目標５５％というのは、非常に、率として低いのではないかという気がするん

ですが、そこらあたりはどのように考えておられるのか教えてください。 

○関係職員  学校評価の中で各学校が保護者にアンケートをとってございます。その学校評価の

中の保護者アンケート等を見ますと、学校教育活動に対する理解というのは、おおむね８割くら

い、あるいは学校によっては９割くらい、高い評価をいただくんですけども、やはりコミュニケ

ーションというふうになりますと、担任と保護者の関係であったり、あるいは校長とＰＴＡの関

係であったり、さまざまな状況が考えられます。そういったなかで、保護者のほうが学校に対す

るお互いの意思疎通が、まだまだ十分ではないといったものが、こういった調査に出てくるのか

なというふうには感じておりますけども、いずれにしても半数以上の保護者の方が、やはり学校

と、十分な意思疎通ができているといったことを、数字として半数以上というところを目指して

いるところでございます。 

○委員  ５５％という数字は妥当な目標だというような感じなんでしょうか。 

○関係職員  半数以上という数はですね、決して妥当というふうには思えないんですけども、現

実２１年度の指標の中で４８．７％といった数字がございます。しかしながらやはりこの数字を

ですね、少しでも高く設定いたしまして多くの保護者の方に学校とのコミュニケーション、ある

いは意思疎通がですね、円滑に取れるような形にしていきたいというふうに考えてございます。 

○委員  要するに、取り組み方針の中で、開かれた学校だとかあるいは地域の力を借りるとか、

そういう教育力を取り入れるんだとか、そういうものが軌道に乗っていけばもともと信頼関係が

あって、もっと高い数字になるのではないかなあと、予算が少ないということが、理由かどうか
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わかりませんけど、少し遠慮しているような印象を持つんですけど、そんなことはないんでしょ

うか。 

○関係職員  ご指摘の通りやはり多くの地域の方、あるいは保護者の方も含めて多くの方々に学

校教育に関わっていただくことが、この数字を高くしていく１つの要因になるかなというふうに

考えてございます。ですので学校と保護者の関係だけではなくて、先程申し上げたような地域の

方々がなるべく多く学校教育活動に関わっていただくことによって、こういった学校とのコミュ

ニケーションということに関しましても、多くの信頼、あるいは満足度を得られるのかなという

ふうに考えておりますので、是非そういった形の中で、地域の方々を巻き込んだ教育を是非展開

していきたいと思います。 

○事務局  ５５％では、なかなか残念だというご質問だと思うんですけれども、補足させてくだ

さい。この長期計画は１０年でございますので、最終目標年次は３１年度でございます。ただ

１０年後の目標を掲げて、具体的な手段となる事業なり施策を打っても、ということがございま

すので、一旦ですね、５年後の２６年度の数字というのを出させていただいております。１０年

後については、再度この進捗を踏まえて、目標値を上げていく、もしくは例えば半分を超えると

ころですけども、７割８割という形で数値を上げていくという、そういうもののつくり方をして

いるというふうに、ご理解をいただきたいと思います。まず５５、半数を超えてというところで

数字を立てた。で、１０年後については、長期計画最終３１年度でございますので、そこにはも

っと高い数字をということで見ていきたいと、このように考えております。 

○委員  私はこの５５％でも結構大変じゃないかなと思って、保護者も忙しいんで、そのままほ

っといたら多分数字は変わらないと思うんですけど、具体的にどのようなことをやっていこうと

思っていらっしゃるんですか。 

○関係職員  繰り返しになってしまうかもしれませんけども、例えば各学校がさまざまな特色あ

る学校づくりを進めていく中で、地域の方々を人材として授業に招くというような取り組みがご

ざいます。あるいは、江東区にさまざまな歴史があり、自然があり、文化があります。そういっ

たものに精通した方々で、その自然、文化、そのものを教材にして総合的に学習する時間の中で

展開していくといった例も多々ございます。小中学校、園も含めて、それぞれが地域文化を生か

した教育を進めておりますので、そういった中での、地域を巻き込んだ教育をもっともっと展開

していく必要があるかなと考えております。 

○委員  そういう知識がある人っていうのは、本当にごく一部の人だと思うので、いわゆる一般

市民はそういった知識が無いので、なかなかコミュニケーションをとろうと思っても、そういう
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ところでは、とりづらいところがあると思うんですけど。なのでこの５５％にしていくのはすご

く大変だと思うんですけど、それ以外で広く多くコミュニケーションとるための施策というもの

は。 

○関係職員  施策では、各学校の教育課程、教育計画の中で考えられるんですけど、例えば、身

近な例で申し上げますと、今年度、学校司書が小学校に配置されました。例えば学校図書館のボ

ランティア、図書館づくりとか、本の読み聞かせとか、こういったものは保護者の方々が十分参

加できるものでございますし、またあるいは、お母さんを招いて、２分の１成人式といいましょ

うか、１０歳を祝う成人式を保護者の方を招いてやるとか、特別な知識とか、ものが無くても十

分保護者の方々で参画できるもの多々ございますので、これを学校がアイデアを出して、巻き込

んでいくっていうことも、１つの方法かなと考えております。 

○班長  ありがとうございます。それでは、進行の関係もございますので、ここで、開かれた学

校づくり、園づくりにつきましては一旦ここで区切らせていただきまして、最後に３番の教育関

係機関との協力体制の構築につきまして、最後に質疑応答に入っていきたいというふうに思いま

す。先程といいますかもうすでに皆さんもご覧いただいているかもしれませんが、ここでは事業

としては、学習塾連携事業とＰＴＡ研修事業が挙がってございますが、一方で評価表のほうでは、

大学や企業等との連携協力といったこともございますので、これらにつきましてどのような形で

も結構ですので、ご意見ご質問いただければと思います。 

○委員  小学校がこういうことをやっているというのは理解できなかったんですけど、具体的に

どういうのをやっているのかというのは、中学だと少しレベルが高いからわかるかなというよう

な気もするんですけど、大学とかで、大学と小学校が連携するというのは、どんなテーマで、あ

るいは何か具体的なものを少しイメージできると、私どもは理解しやすいんですが、教えていた

だければと思います。 

○関係職員  小学校、学習塾、大学との連携と言いますと、実例で挙げますと、例えば土曜放課

後学習教室であったりとか、そういったところに学校サポーターというのを招聘しております。

そういった時に、昭和女子大学であったりとか芝浦工大であったりとかですね、そこの学生さん

たちの力を借りて授業のサポートをしていただいているところでございます。以上です。 

○委員  このＰＴＡ研修事業というものなんですけども。知人が今年からできた小学校のほうで

ＰＴＡの役員をやっているんですけど、何をどうしていいか全くわからないということで、まず、

どういうものをやっているのかわからないし、予算もどれくらいつくのかわからないと。そうい

う素人の人たちが集まってしまったから結局、何回集まっても全然話が進まないってことを聞い
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たことがあったので、そのことをいっているのかなとちょっと思ったんですけども、何か指針と

なるものがないと、お母さんたちにもできる方もいらっしゃるんだと思いますけども、わからな

い方たちも多いと思うので、ただ、やりなさいっていうことでは難しいのかなと思いました。 

○関係職員  ＰＴＡにつきましては、まず年度の初めに広報誌作りについてというような研修会

を持っております。ただその中での、その年のテーマ等によっては、分科会がいくつかあるもの

ですから、そういった中で、こどもの安心安全を守る活動、そういった中でＰＴＡ活動について、

こう具体的なやっていき方を、いずれも事例を発表する学校があって、我々はこういうふうにし

てきましたというのを発表しながら話し合いをやっていく。そういうのも研修会ではやっており

ます。以前には、最近できた学校では豊洲北小学校かな。ＰＴＡを発足させるに当たっての苦労

話、うまくいった点、課題として残った点等を一例としてこの研修会の中で発表したという例も

ございました。 

○委員  ＰＴＡ研修事業といいますか、ＰＴＡのところと関連してなんですけども、先程の取り

組みの１番の地域に根ざした教育の推進で新しいといいますか、地域本部事業ですとか、あるい

はそれとは違う地域の特徴に合わせたような学校を支える仕組みというお話があったかと思うん

ですけど、その話とＰＴＡの役割といいますか、どういった視点で、これから展開されていこう

かという、ちょっと大きな話なんですが、これも大きな話で恐縮なんですが、区としての考えを

お聞かせいただければと思います。 

○関係職員  ＰＴＡは、やはりその学校にこどもが行っている親、ということで、親がこどもが

行っている学校を支えるということになります。地域で支えるといった場合は、必ずしも、こど

もが行っているわけではない。こどもは卒業してしまったけれども、その学校を支えたい、ある

いはずっと昔に卒業したんだけれども、その学校のために力を尽くしたい。あるいは新しく住ん

だので、こどもはいないんだけれども地域との繋がりを持つためにやはり、江東区のような新し

い町ですと、学校が地域の拠点というようなところがございます。それで学校との関わりという

中で、例えば芝刈りのボランティアだったりするかもしれないんですけど、そういったことで学

校を支えていって、それを、ゆくゆくは学校だけではない、地域活動に繋げていこうと。そうい

った形に繋がっていくのかなあと思っております。実際、江東区のかなり伝統的な古くからある

学校ですと、ＰＴＡとＯＢ会と町会というような、そういうところで、学校を支えるというよう

な方々がいらっしゃいますので、それだとまたかなり古い意識もあったりはするんですけれども、

そういういろんな多様な視点で学校を支えるという、そういった方向に向けていきたいという、

そういう考えでおります。 



25 

○委員  その意味で言うと、やっぱり地区といいますか地域といいますか、そういった実情に合

わせながら、ただ依然としてやっぱりＰＴＡというのは学校、教育機関、学校をバックアップ、

教育パートナーとしてきちっとした役割を果たしていくということがまずあって、後はこれから

新しく、そういった地域に根ざした支援システムみたいなものをつくっていくんだけども、そう

いった役割分担みたいなものは、地域で合わせながらうまくやっていくというようなことを全体

の方向性としてお考えになっていることだという理解でいいんですかね。 

○関係職員  はい。おっしゃるとおりでございます。 

○委員  ありがとうございます。学習塾連携事業につきましては、これは２３年度予算はついて

ないということでございますけども、単純にここに廃止と書かれてありますが、もうこの学習塾

連携事業という形では、今後は展開されないというそういう見方でよろしいんでしょうか。 

○関係職員  学習塾連携事業につきましては、昨年度、外部評価委員会の中で、施策８の中なん

ですが、その指摘の中で、総じて個別問題対処型となっているので、もう少し効率的な運用の仕

方があるんではないかというようなご指摘をいただいたところであります。その対応として学習

塾連携事業という単体の事業ではなく、特色ある学校づくりのメニューの一つとしてですね、そ

ちらのほうに組み込んだ経緯がございます。 

○委員  すいません今合点いたしました。そちらの施策との関係でちょっと今、理解がずれてお

りまして、今それで納得いたしました。他の委員、いかがでしょうか。 

○委員  今の事業について質問したいのは、４１番の大学企業等の等の部分なんですけど、ここ

には行政が含まれるのかということ、というのは、こちらの施策１０の１番で、目指す江東区の

姿が「開かれた学校」なんですね、最終的には。それ考えると３１は地域に開かれたですよね。

４０は保護者に開かれたってことですよね。４１が企業に開かれたですよね。で、あと行政があ

るんだろうなと思っていまして、であれば、ここに多分行政が入ってくるんだろうなって考えた

んですけども、もし具体的に行政との連携があるならばそれを教えていただきたいなと思います。 

あとあの、これが質問で、あと２つはコメントなんですけども、これはちょっと聞けなかった

部分、３９、４０、その前の部分もあるんですけども、いわゆるそれぞれの事業の法的根拠は何

なのかっていうことでですね、法律にあるのか、条例にあるのか、あるいは東京都にあるのか。

それはわからないですけども、その法的根拠ってものをちゃんと押さえてやっているのかどうか

という。一応行政は建前上は、必ず法的根拠があるはずですので、それを押さえているのかどう

かというのを、もしわかれば教えていただきたいなという部分と、私も勉強不足なんですけども、

区長とマニフェストの関係ですね。いわゆるマニフェストとはどういう整合性があるのかという



26 

ことで。これはかなり重要な部分だと思いますので、その関係が、もしわかれば教えていただき

たいなと思います。以上でございます。 

○班長  じゃちょっと順を追って、ご回答お願い、あるいはもう一度質問の部分で繰り返しが必

要であればご遠慮なくおっしゃっていただいて。 

○関係職員  大学や企業等ということでありますが、行政も入るという意味で言えば東京都であ

るとか、上級官庁である文科省であるとかですね、そういったところの、委託なり補助なりとい

う関係性はあるかと認識しております。それから法的根拠でありますが、教育基本法が１８年度

に改正されまして、その中で、１８年度の教育基本法の改正の中では、かなり生涯学習の理念で

あるとか、１３条のところで学校、家庭、地域住民等との相互協力関係ということで１３条のほ

うに新規に創設されております。その辺の根拠を受けてですね、こういった地域との連携にかか

る部分の事業を推進しているところであります。 

○委員  マニフェストには書かれてないかもしれないのですが、もし書いてあれば関係ぐらいは

教えてもらいたいなと。 

○事務局  書いていないと思います。 

○関係職員  事業の法的根拠というお話ですけれども、その学校支援地域本部事業って言うのは

先程申し上げましたとおり、国のほうの補助事業にはなっているんで。残りの事業についてはこ

れは区の単独ということで、区の中で要綱なり規則なりそういった形で区が行っている事業とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○委員  江東区との連携って言うのはないんですかね。先ほど文科省とか東京都はあるって話だ

ったんですけど、こちらの区としての連携というのが、なにかあれば、教えていただきたいと思

いますけど。一緒に事業をやっているとかないですか。 

○関係職員  例えば、これは行政とは言えないかもしれませんが、近隣にある特別支援養護学校、

特別支援学校ですね。そういったところの、こどもたちと、いわゆる人権課題、障害者に関わる

取り組みを進めていたり、あるいは区の環境施策である、ヤゴ救出作戦。これが区のほうが絡ん

でおりますので、そういったセクションとの連携もございます、そういう意味では、区の行政と

の連携は深うございます。 

○班長  時間もだんだん迫ってまいりましたが、他にいかがでしょうか。 

○委員  基本的なところで、事前に教育委員会の仕組みを少し教えていただいたんですが、いわ

ゆる教育委員会が行政の中の１つのセクションになっているのは理解できて、それで１つ１つの

施策を実行するにあたっては、相手はほとんど学校ですよね、学校に校長さんがおられて、校長
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会がありますよね、教育委員会のそういう方針だとかはダイレクトに学校に来るんですか、それ

ともワンクッションどこか、校長会通さないと動かないとか、そのあたりなかなか学校と末端で

は交渉はあるんですけど、なかなか、何かをしたいと言っても動けないわけですね。そこは何が

弊害なのかなというのが、そこの全体の中とは少し離れていると感じるので。教育委員会と学校

との関係、あるいは教育委員会と校長会の関係、そのあたりちょっと教えてもらえればと思うん

ですけど。 

○関係職員  さまざまな施策ですとか教育委員会の事業が提案されますけれども、私どもとして

は校長会のほうにですね、きちんとその施策の趣旨であったり、あるいは目指すべき方向であっ

たり、計画であったりそういったものをきちんとご案内をして、校長がそれを受けとめて各学校

で教育課程を編成しますので、毎年３月に教育計画が出されます。それに向けて例えば平成２３年

度の施策として、こういったものを区として展開していきたいというのは当然校長のほうにお示

しをして、それを受けて各学校が教育課程を編成していくと、そういった手順になってございま

す。 

○委員  そうしますと、大きな方針として教育委員会が立てて、それを校長会に投げて、校長会

のほうで受け止めて、今度、各学校に、独自性を出すというか特色のある学校を、ということで。

何かワンクッションあって、実際の指示系統が、教育委員会になくて、校長会にあるような印象

を持っているものですから、ちょっとそこがよく見えなかったので、それはやはり校長会の力が

強いことなんでしょうか。 

○関係職員  すべてがそうってことではなくてですね。まず１つは、教育委員会が基本的な方針

を示して、その先の管理は学校に任せるというのがあります。学校管理規則というんですけど、

例えば、教育目標みたいなものを教育委員会が示して、それに基づいて各学校で例えば教育課程

を編成するとか、そういった流れが１つあります。もう１つは、やはり区の大きな方針みたいな

ものが決まったものについては、これは校長会とか何とかじゃなくて、直接学校のほうに、こう

なりましたというケースもあります。もう１つは相談しながらやるという部分も一部あると、要

するに全部が全部校長会とか直接トップダウンでやるということではなくて、ものによっていろ

んなやり方をしていると、法律的には、基本的には基本方針みたいなものを教育委員会が立てて、

それに基づいて、ある程度の裁量を持って学校のほうで管理運営していくというのが根本にあっ

て、その他で区がいろんな事業をやるときに、直接区の方針として決まったものはやってくださ

いというのもありますし、やり方等について相談しながらその辺を決めていくというケースもあ

る。いろんなやり方でやっているということで、その中でいろんな事業、より良くしていきたい
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と、考えながらやっているということでございます。 

○委員  ありがとうございます。そうしますと教育委員会のほうで大きな方針は、実際の末端で

いく学校は、個々の学校の教育方針というのは、その学校がつくりますよね、それはそれでいい

ですよね。そうしますと校長会とかいろいろあって、教育委員会もあって、なんとなく末端の学

校からすると組織が複雑、あるいは何重構造かというような、そんな印象を受けるんですね。こ

の開かれた学校づくりの中の学校運営の透明性という、そういうところからすると、何か船頭多

くしているような、そんな印象を持つんですが、その辺の命令系統の複雑さというのは、もう少

しシンプルにならないものなのかなあとかねがね思っていまして。 

○関係職員  命令だけで全部が動くというようなものでもないような形だと思うんですね。ケー

スバイケースで、もちろん元から法令等で決まっているようなものであれば、相談も何もなしに。

ただし実際、新規事業やるときに私ども教育委員なり、私ども事務局の人間なりの考えているも

のと、校長会、現場のほうの考え方と違う場合も無くはないですから、その辺はすり合わせをし

ながらという部分は、あってしかるべきかなというふうに私どもは考えています。 

○班長  最後のご質問については、いろんな論点を含んでいるかとは思いますけど、逆に言うと、

さきの委員の開かれた学校づくりのところと、もしかしたらそういった中で、すぐに改善できる

部分もあるかもしれないなというのは、今、横で伺っていて思った次第です。 

時間がもう５分前になってしまいましたので、一応質疑につきましては、ここで区切らせてい

ただきたいと思います。最後にあんまり私が何かをむりやりまとめてここでお話しするのは適切

でないのかもしれないんですけども、一応閉めの意味も含めまして簡単に申しますと、昨年評価

対象の施策にありました、「確かな学力、豊かな人間性、健やかな体の育成」のほうは学校教育

そのものの話で、私そのときに申し上げたんですけども、教育を一義的に支えていかれる学校な

ので、不謹慎、不適切な言い方をしてしまうと、学校が全部そこでこなせてしまえば、もしかし

たら施策の１０番というのは、取り組みの２番の、開かれたというところだけしっかりやれば、

もしかしたら足りてしまうかもしれないんですけども、でも現実はそういうことではなくて、社

会的な状況とかそういうことを含めて学校支援地域本部ですとか、ＰＴＡのよりよい教育体制の

構築というところを展開されていかれようとしているんだというふうに思います。 

その前提で２点ほど申し上げますと、連携とか協力というのはすごく言葉としては使いやすい

し、いいんですけども、具体的にやっぱりどういう主体が、どういう役割を担って、あとは先程

あった地域の実情に沿ってどういう仕組みにつくっていくのかっていうところが、具体的に語ら

れていかないと言葉だけがちょっと踊ってしまうという感じになるかもしれないので、実際今着
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実にすすめていかれている部分で、おそらく今日の委員の皆さんが、それぞれ思われたというと

ころは、その辺の仕組みのイメージというものを理解したかったというところで、いろいろご質

問なさったんだというふうに私は理解しております。ですから引き続き、各主体の役割分担です

とか、あるいは地区によっては共同でやるのか、組織みたいなものをつくるのか、あるいはそれ

とは違うのか、地域によってどういう特色があるのか、こういった具体的な議論をされていくの

がよろしいのかなというふうに感じた次第です。 

２点目は、質問が多く出ました「開かれた」、という部分についても、江東区さんはいろいろ

それこそ教育の活動のほうですとか、あるいは学校選択という意味で、選択肢を多くするとか、

やはり物理的に学校を開校していくというところでいうと、開かれたことは、たくさんなさって

いらっしゃると思うんですけども、そのこととやっぱり先程指標のところに質問が集中しました

けれど、それじゃ本当に肌感覚として、コミュニケーションとしてそれが達成しているかという

のは、別な問題としてあるんじゃないかと、その点がちょっと浮かび上がったのかなという感じ

がしております。こういった事業を展開されながら、先程質問が集中した、具体的にコミュニケ

ーションがよく取れている状況っていったい何なのかということと、それをどういうふうに改善

していくのかといったあたりについては、今なさっていることをベースにして、区民の方とのデ

ィスカッションなんかもこなしながら、実質化されていくという方向が非常に生産的ではないか

なというふうに思った次第です。ということで長期計画の中では地域関係機関との連携による教

育力の向上ということが明確にうたわれていますので、是非この方向で江東区の特色になるよう

な方向性というものを築いていただければというふうに思いますし、この後、取りまとめる評価

シートのところでは、そういった視点で各委員からフィードバックをさせていただければという

ふうに考えております。 

まとめが長くなりまして恐縮ですが、ヒアリングにつきましては以上とさせていただきたいと

思います。最後に事務局からございましたらお願いします。 

○事務局  本日はどうもありがとうございました。本年度第１回目ということで実は私ども事務

局もですね、私だけかもしれませんけど、緊張してございましたけれども、順調な滑り出しでは

ないかというふうに認識しております。２点ご連絡申し上げます。本日のヒアリングの結果を踏

まえた、外部評価のシートの作成をまずお願い申し上げます。お手元に配布しました外部評価シ

ート、本日中にメールでデータ形式で送付させていただきます。ご提出は７日木曜日中に事務局

の担当職員宛にメール、またはファックスで結構です、お願いいたします。郵送の場合も木曜日

中にポストへの投函ということでお願い申し上げます。以上でございます。 
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○班長  ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の江東区外部評価委員会第

２班ヒアリング１回目を終了とさせていただきたいと思います。なお、次回でございますが、７月

１１日の午後６時半に委員の方はご参集いただきたいと思います。また職員の方におかれまして

は、７時開会となりますので、よろしくお願いいたします。それではみなさん本日はどうもあり

がとうございました。 

―― 了 ―― 

 


